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宿毛市契約管理システム導入業務  

公募型プロポーザル審査要領  

 

１　書類審査（1 次審査）  

　参加意向申出書の提出があった業者のうち、参加資格のある業者が 5 社

を超える場合は、書類審査により 2 次審査（プレゼンテーション）参加者

5 社を選考する。なお、申込者が 5 社以下の場合は、1 次審査を省略でき

る。  

　  

２　プレゼンテーション及びヒアリング（2 次審査）  

　参加意向申出書の提出があった事業者に対し、次により企画提案書に係

るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。  

(１)　実施日時・場所  

　令和５年９月下旬　宿毛市役所　３階会議室  

　※詳細については別途文書にて通知します。  

(２)　実施時間  

１事業者につき４０分以内（プレゼンテーション２０分以内、ヒアリ

ング２０分以内）とする。なお、説明資料、パソコン等の準備は、プレ

ゼンテーション開始前１０分程度で行うこと。  

(３)　出席者  

　説明者は、本業務の管理責任者を含め、３名以内とする。  

(４)　その他  

ア　プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。  

イ　プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、原則参加意向申出

書の受付順とする。  

ウ　プレゼンテーションで使用する機材等がある場合は、事業者で用

意すること。  

エ　プレゼンテーションは提出した資料を基に行うこと。原則、追加

提案の説明や追加資料の配布は認めない。なお、模型の提示及び動

画の使用は認めない。  

オ　プロジェクターは事務局で用意するが、使用する場合は事前に連

絡すること。  

(５)　選定方法  

事業者の選定は、審査委員会において、提出書類と提案内容のプレゼ
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ンテーションにより【３　選考基準】に基づき審査を行い、総合点の最

高得点者を優先交渉権者とし、次に得点の高かった者を次点交渉権者と

して選定する。  

ただし、最高得点が同点の場合は、参考見積（任意様式）の徴取を行

い、導入費用と次年度以降の保守費用等を考慮し、安価な者から順位付

けを行う。  
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３　選定基準  

　書類及びプレゼンテーション並びにヒアリングの評価は下表の基準により行う。  

【審査項目及び評価基準・着眼点】  

【採点方法】  

　着眼点毎に５段階で採点を行う。（極めて良好：2.0 点、良好 1.5 点、普通 1.0 点、やや不十分 0.5 点、不十分 0.0 点）  

　配点の内訳を満点として、着眼点毎に定められたウェイトと 5 段階で採点した点数を掛けて、評価点とする。

 
区 分 No. 審 査 項 目 着 眼 点

配 点    

   内 訳 ウ エ イ ト

 事
業
者
評
価

1 導 入 実 績 県 内 の 自 治 体 と 契 約 実 績 は あ る か 。 30 30 15.0 
 

  
2 要 求 機 能 要 件 シ ス テ ム の 機 能 と し て 要 求 し て い る 内 容 が 達 成 で き る か ど う か 。  30 30 15.0 

 

  

提
案
シ
ス
テ
ム
評
価

3
セ キ ュ リ テ ィ 対 策  

障 害 発 生 時 の 対 応

情 報 の 漏 え い や ウ イ ル ス 等 に 対 す る 対 策 は 十 分 か 。

70

20 10.0 

 デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ 方 法 は 十 分 か 。 20 10.0 

 シ ス テ ム 障 害 が 発 生 し た と き の 対 応 策 は 十 分 か 。 30 15.0 

 

4 操 作 方 法 、 検 索 機 能 等

画 面 構 成 等 が 分 か り 易 い か 。

30

10 5.0 

 優 れ た 操 作 性 を 有 し て い る か 。 10 5.0 

 条 件 ご と の 検 索 機 能 を 有 し て い る か 。 10 5.0 

 
5 業 務 の 効 率 化 に 資 す る 機 能

入 力 や 未 入 力 等 の 誤 り を 未 然 に 防 ぐ 機 能 は 十 分 か 。
50

30 15.0 

 入 力 作 業 等 に お い て 事 務 の 効 率 化 に つ な が る 機 能 は 十 分 か 。 20 10.0 

 
6 デ ー タ 集 計 、 移 行 、 出 力 機 能

各 種 デ ー タ の 集 計 ・ 抽 出 ・ 出 力 が 可 能 か 。
40

20 10.0 

 操 作 の し 易 さ は 十 分 か 20 10.0 

 
7 導 入 時 の シ ス テ ム 説 明

職 員 へ の 研 修 や 操 作 説 明 会 の 開 催
40

20 10.0 

 シ ス テ ム 概 要 書 、 操 作 マ ニ ュ ア ル の 作 成 20 10.0 

 

8 シ ス テ ム 導 入 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 等

導 入 後 の シ ス テ ム 運 用 へ の 対 応 は 十 分 か 。

50

20 10.0 

 シ ス テ ム 運 用 開 始 時 に お け る 現 地 で の 作 業 指 導 10 5.0 

 導 入 時 想 定 外 の 事 象 へ の 対 応 は 十 分 か 。 20 10.0 

 

そ
の
他
　

9 そ の 他 の 付 加 価 値 や 拡 張 性

本 市 が 求 め て い る 仕 様 以 外 の 有 用 な 機 能 等 は 十 分 か 。

40

10 5.0 

 今 後 追 加 す る こ と が で き る 機 能 等 は 十 分 か 。 10 5.0 

 対 応 不 可 、 代 替 案 、 別 途 有 償 項 目 な ど が な く 十 分 に 対 応 が 可 能 か 。 20 10.0 

 
10 契 約 管 理 シ ス テ ム 導 入 経 費 及 び 保 守 経 費 等

導 入 経 費 及 び 保 守 経 費 は 適 切 か 。  

※ 導 入 経 費 が 提 案 上 限 額 を 超 え て い る 場 合 は 失 格
20 20 10.0  

  計 400    


